
静岡県教育委員会告示第７号

高等学校遠距離通学費補助金交付要綱（平成30年静岡県教育委員会告示第18号）の一部を次のように改正

する。

令和３年３月30日

静岡県教育委員会教育長 木 苗 直 秀

改正前 改正後

第３ 交付の申請

(1) 提出書類 各１部

ア～ウ （略）

エ 口座振替依頼書（様式第３号）

第５ 変更の承認申請

提出書類

ア 変更承認申請書（様式第４号）

イ （略）

第６ 実績報告

(1) 提出書類 各１部

ア 実績報告書（様式第５号）

イ 通学実績書（様式第６号）

(2) （略）

第７ 請求の手続

提出書類 １部

請求書（様式第７号）

第８ 概算払の請求手続

提出書類 １部

概算払請求書（様式第７号）

様式第１号 （略）

第３ 交付の申請

(1) 提出書類 各１部

ア～ウ （略）

第５ 変更の承認申請

提出書類

ア 変更承認申請書（様式第３号）

イ （略）

第６ 実績報告

(1) 提出書類 各１部

ア 実績報告書（様式第４号）

イ 通学実績書（様式第５号）

(2) （略）

第７ 請求の手続

提出書類 １部

請求書（様式第６号）

第８ 概算払の請求手続

提出書類 １部

概算払請求書（様式第６号）

様式第１号 （略）

高等学校遠距離通学費補助金交付申請書

（略）

通学費負担者 住 所

氏 名 印

（略）

２ 概算払の承認申請

(1)～(2) （略）

(3) 時期

高等学校遠距離通学費事補助金交付申請書

（略）

通学負担者 住 所

氏 名

（略）

２ 概算払の承認申請

(1)～(2) （略）

(3) 時期

口座振替先 金融機関名

支店名



備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。

附 則

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。

２ この告示の施行の際現に改正前の高等学校遠距離通学費補助金交付要綱（以下「旧告示」という。）の規

定及び様式により提出されている申請書等は、改正後の高等学校遠距離通学費補助金交付要綱の相当する

規定及び様式により提出された申請書等とみなす。

３ この告示の施行の際現に旧告示の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用すること

ができる。

様式第３号 （略）

様式第４号 （略）

様式第５号 （略）

様式第６号 （略）

様式第７号 （略）

様式第３号 （略）

様式第４号 （略）

様式第５号 （略）

様式第６号 （略）

口座振込依頼書

（略）

高等学校遠距離通学計画変更承認申請書

（略）

通学費負担者 住 所

氏 名 印

（略）

実績報告書

（略）

通学費負担者 住 所

氏 名 印

（略）

通学実績書

（略）

請求書（概算払請求書）

（略）

通学費負担者 住 所

氏 名 印

（略）

口座種別

口座番号

口座名義人（カナ）

高等学校遠距離通学計画変更承認申請書

（略）

通学費負担者 住 所

氏 名

（略）

実績報告書

（略）

通学費負担者 住 所

氏 名

（略）

通学実績書

（略）

請求書（概算払請求書）

（略）

通学費負担者 住 所

氏 名

（略）


